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第４編 開発許可申請手続き 

 

第１章 開発許可等申請手続きの概要 

１ 申請手続きのフロー 

 

 
 

（注記） 

 開発許可については、許可後から完了公告前までに許可申請書の内容を変更しようとする

場合は、法第35条2第1項の規定により変更許可が必要となる。 

 ただし、当初の開発許可の内容と同一性を失うような大幅な変更については、新たな開発

許可を受けることが必要である。 
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２ 申請事務手続きの流れ 

 
※「西条市公共施設の引き取りに関する要領」参照 

※農地転用を伴う場合は、市農業委員会への農地転用許可申請書提出締切日までに提出す

ること。 

①-② 事前打合せ

② 開発行為事前協議願提出
③ 打合会・協議

　　④ 開発行為事前協議回答書交付
（設計者出席）

⑦ 開発行為許可申請書提出※

＜開発行為許可申請図書確認＞

　　　⑧-① 手数料納入通知書交付

⑧-② 手数料納付

＜納入確認後申請受付＞

　　⑨-① 修正指示 ＜審査＞

　　⑨-② 修正

回議・合議・決裁

⑩ 開発行為許可書交付

  ⑪-① 開発行為の工事着手届出書提出

　　　　（開発工事）

⑮ 開発行為の工事完了届出書提出

⑯ 開発行為の完了検査 回議・合議・決裁

⑰ 開発工事検査済証交付

　⑬ 公共施設の完了検査・検査済証交付*

⑭ 公共施設の寄附採納申請書・土地寄附申込書提出*

建
築
審
査
課

　　　⑱ 工事完了公告

⑲ 公共施設の土地所有権移転登記*

申

請

者

①-① 事前打合せ

関

係

各

課

建
築
審
査
課

⑤ 都市計画法第32条同意願・協議経過書提出

⑥ 都市計画法第32条同意書・協議経過書交付

建

築

審

査

課

　　　　　　　　　　⑪-② 公共施設 着手届出書提出*

⑫ 公共施設 完了届出書提出*
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３ 変更申請手続きのフロー 

 

 
 

（申請書等の作成要領参照） 

※１ 頻繁に変更する場合、関係部署と協議後、変更協議届を提出することで変更工事が

可能となる。工事完了前に一括して変更許可申請を行い、許可を受けておくこと。 
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第２章 提出図書一覧表 

 

注意事項 

※印：自己の居住及び自己の業務（開発区域の面積が１ｈａ以上のものを除く。）の用

に供する開発行為については不要。 

□印：自己の居住及び自己の業務（開発区域の面積が１ｈａ以上のものを除く。）の用

に供するものであって、盛土規制法みなし許可となるものは必要。 

○印：１ｈａ未満の開発行為については不要。 

△印：自己の居住の用に供する開発行為については不要。 

 

１ 開発行為の許可申請（法第29条第1項又は第2項）【提出部数：2部】 

提 出 図 書 様式番号 備    考 

１  開発行為許可申請書 様式例１、２ 
省令第16条参照（別記様式第

二） 

２ ※（□）資金計画書 様式例３ 
省令第15条参照（別記様式第

三） 

３ ※（□）資力及び信用に関する申告書 様式例４ 
法第33条第１項第12号参照 

（規則様式第１号） 

４ 
※（□）工事施行者の能力に関する申告

書 
様式例５ 

法第33条第１項第13号参照 

（規則様式第２号） 

５ ○設計者の資格に関する申告書 様式例６ 

省令第19条参照 

（規則様式第５号） 

(卒業証明書、資格免許証添付の

こと。) 

６ △設計説明書 様式例７ 
省令第16条参照 

（規則様式第３号） 

７  公共施設の管理者の同意一覧表 様式例８ 
法第32条第１項参照 

８  公共施設管理者の同意書 様式例９ 

９  公共施設管理予定者等との協議一覧表 様式例10 
法第32条第２項参照 

１０  公共施設管理予定者等との協議経過書 様式例11 

１１  土地所有者等関係権利者の同意書 様式例12 
法第33条第１項第14号参照 

（規則様式第４号） 

１２  土地等の登記事項証明書  
開発行為に関する工事をしよう

とする土地等のもの 

１３  地籍図（公図の写し）  

開発区域及びその周辺の地番、

里道、水路が表示された法務局

備付けのものの写しに開発区域

の境界を朱書きで示したもの。 

１４  他の法令に関する許可等の写し  

公共物使用許可 

道路占用許可 

道路工事承認 

農地転用許可申請書の写し 等 
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提 出 図 書 様式番号 備    考 

１５  官民境界証明書等  

図面添付 

申請区域に接して官有地がある

場合は、官民境界確定書の写し

を添付すること。 

１６  開発区域の現況写真   

１７ 
 開発区域位置図 

（都市計画図1/10,000） 
 省令第17条参照 

第 

４ 

章 

の 

作 

成 

要 

領 

参 

照 

１８  開発区域図  省令第17条参照 

１９  現況図  省令第16条参照 

２０  土地利用計画図  省令第16条参照 

２１  求積図（丈量図、地積測量図）   

２２  造成及び道路計画平面図  省令第16条参照 

２３ 造成及び道路計画縦横断面図  省令第16条参照 

２４  排水施設計画平面図  省令第16条参照 

２５ 排水施設縦断面図   

２６ △給水施設計画平面図  省令第16条参照 

２７  がけの断面図  省令第16条参照 

２８  擁壁の構造図  省令第16条参照 

２９  排水施設構造図   

３０ 道路標準断面図   

３１  その他構造図   

３２ ○防災計画図   

３３  排水流域図   

３４  流量計算書   

３５  構造計算書   

３６  安定計算書   

３７  工作物等の施設の能力に関する計算書   

３８  土質試験結果   

３９ 委任状 様式例31  

４０ 遵守誓約書 様式例32  

４１ 使用印鑑届出書 様式例33  

４２ 暴力団に該当しない旨の誓約書 様式例34 

盛土規制法みなし許可に該当す

る申請について添付すること。 

（令和７年５月23日施行） 

４３ その他市長が必要と認める図書  予定建築物平面図等 

注１）申請書製本の際には、提出図書の番号順に整理し、その目録を作成し、申請書の次に

添付してください。 
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注２）27～43については、必要に応じて添付するものとする。 

 

 

２ 工事着手届出及び開発行為許可標識 

提 出 図 書 様式番号 備    考 

（１）工事着手届出（規則第４条）【提出部数：1部】 

１  工事着手届出書 様式例13 規則様式第7号 

２ 工程計画書（工程表）   

３ 
 開発行為許可標識の設置状況を明らか 

にした写真 

様式例14 規則様式第6号 

様式例36 盛土規制法みなし許可の場合 

 

 

３ 開発行為の変更の許可申請及び届出 

提 出 図 書 様式番号 備    考 

（１）開発行為変更許可申請（法第35条の２）【提出部数：2部】 

１  開発行為変更許可申請書 様式例15 規則様式第8号 

２ 委任状  
（開発許可と同じ場合は省略

可） 

３ 開発区域図   

４ 
関係図書（変更に伴い内容が変更され

るもの） 
 

△設計説明書 

変更後・変更前図書を添付し、

変更内容が分かるように表示 

５ その他市長が必要と認める図書   

（２）開発行為変更届出【提出部数：1部】 

１  開発行為変更届出書 様式例16 規則様式第9号 

２ 開発区域図   

３ 
関係書類（変更に伴い内容が変更され

るもの） 
 変更の内容が分かる書類添付 

４ その他市長が必要と認める図書   

（３）申請者の氏名等変更届出【提出部数：1部】 

１ 氏名等変更届出書 様式例17 規則様式第10号 

２ 開発区域の土地の登記事項証明書  地域の名称の変更の場合 

３ 開発区域の地籍図（公図の写し）  地域の名称の変更の場合 

４ 関係図書（変更内容を証するもの）   

５ その他市長が必要と認める図書   

 

４ 工事完了及び開発行為に関する工事の廃止届出 

提 出 図 書 様式番号 備    考 

（１）工事完了届出（法第36条）【提出部数：1部】 
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１ 

 工事完了届出書 様式例19 
省令第29条参照 

（別記様式第四） 

公共施設工事完了届  
「西条市公共施設の引き取りに

関する要領」様式第3号 

※担当課に提出 

２ 開発区域図   

３ 土地利用計画図  最終版 

４ 造成計画平面図  出来形図（実測値を記入） 

５ 造成計画縦横断面図  出来形図（実測値を記入） 

６ 排水施設計画平面図  出来形図（実測値を記入） 

７ 排水施設計画縦断面図  出来形図（実測値を記入） 

８ 給水計画平面図  出来形図（実測値を記入） 

９ 工事中写真  
主な工種ごとにインデックス貼

付 

10 完成写真  完成写真はキャビネ版以上 

 品質管理関係  コンクリート、鉄筋等 

11 検査写真  
検査完了後に提出 

関係部署の検査写真も添付 

12 公共施設検査済証  関係部署発行 

13 公共施設の寄附採納に関する書類  
「西条市公共施設の引き取りに

関する要領」参照 

14 その他市長が必要と認める図書  
例）水質試験（51項目）成績表

（打ち抜きの場合） 

（２）開発行為に関する工事の廃止の届出（法第38条）【提出部数：1部】 

１  開発行為に関する工事の廃止の届出書 様式例20 
省令第32条参照 

（別記様式第八） 

２ 
廃止した時点における現況図及び現況

写真 
  

３ 
公共施設の回復計画及び災害防止計画

を示す図書 
  

４ 開発許可図書   
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５ 建築の承認及び許可申請 

提 出 図 書 様式番号 備    考 

（１）工事完了公告前の建築物の建築又は特定工作物の建設の承認申請（法第37条）【提出部数：

2部】 

１ 
 工事完了公告前の建築物の建築又は特定

工作物の建設の承認申請書 
様式例21 規則様式第11号 

２ 申請理由書  

工程上技術的にやむを得ない

ことを説明できる図書（断面

詳細図等）添付 

３ 工程計画書（工程表）  工事完了予定日を記したもの 

４ 開発区域図   

５ 土地利用計画図   

６ 建築物又は特定工作物の配置図   

７ 造成計画平面図   

８ 造成計画縦横断面図   

９ 擁壁断面図   

10 建築物等平面図、立面図及び関係図面  

建築確認申請書図面と同じも

のを添付 

日影規制区域では日影図添付 

11 その他市長が必要と認める図書   

（２）建築物の特例許可申請（法第41条第２項ただし書）【提出部数：2部】 

１  建築物の特例許可申請書 様式例22 規則様式第12号 

２ 開発区域図   

３ 土地利用計画図   

４ 配置図   

５ 予定建築物平面図等   

６ その他市長が必要と認める図書   

（３）予定建築物等以外の建築物の新築等又は特定工作物の新設の許可申請（法第42条第１項ただ

し書）【提出部数：2部】 

１ 
 予定建築物等以外の建築物の新築等又は

特定工作物の新設の許可申請書 
様式例23 規則様式第13号 

２ 開発区域図   

３ 建物関係図面   

４ その他市長が必要と認める図書   
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６ 許可に基づく地位の承継の届出及び承認申請 

提 出 図 書 様式番号 備    考 

（１）開発許可等に基づく地位の承継届出＜一般承継＞（法第44条）【提出部数：1部】 

１  開発許可等に基づく地位の承継届出書 様式例24 規則様式第14号 

２ 開発区域図   

３ 承継の事由を証する書類  様式備考参照 

４ その他市長が必要と認める図書   

（２）開発許可に基づく地位の承継の承認申請＜特定承継＞（法第45条）【提出部数：2部】 

１ 
 開発許可に基づく地位の承継の承認申請

書 
様式例25 規則様式第15号 

２ 開発区域図   

３ 承継の原因を証する書類   

４ 土地の登記事項証明書   

５ 取得した土地の公図の写し   

６ ※資金計画書 様式例３  

７ ※資力及び信用に関する申告書 様式例４  

８ その他市長が必要と認める図書   

 

 

７ 交付申請 

提 出 図 書 様式番号 備    考 

（１）開発登録簿の写しの交付申請（法第47条）【提出部数：1部】 

１  開発登録簿の写しの交付申請書 様式例26 
西条市開発登録簿閲覧規則

様式第2号 

（２）開発行為又は建築に関する証明書交付申請（省令第60条）【提出部数：2部】 

１ 
 開発行為又は建築に関する証明書交付申請

書 
様式例27 規則様式第18号 

２ 開発区域図   

３ その他市長が必要と認める図書   

 

 

８ 事前協議等 

提 出 図 書 様式番号 備    考 

（１）開発行為（変更）事前協議【提出部数：2部】 

１  開発行為（変更）事前協議願 様式例28 添付図書は様式参照 

２  新設する公共施設等の概要書 様式例29  

３ その他市長が必要と認める図書   

（２）開発行為許可申請書等の取下げ届出【提出部数：1部】 
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提 出 図 書 様式番号 備    考 

１ 開発行為許可申請書等の取下げ届出書 様式例30  

２ 申請図書   

３ その他市長が必要と認める図書   
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第３章 申請書等の作成要領 

 

１ 開発行為許可申請書及び添付書類の作成要領 

開発行為の許可を受けるには、申請書、設計図、その他必要な書類を作成して申請しな

ければならない。書類、図面等の作成は、都市計画法、同政令、同省令及び規則によるほ

か次の要領で作成すること。 

 

（１）開発地の規模、開発地の状況、利用目的等によって申請書類の内容が異なる場合

があるので注意すること。 

（２）図書の大きさは、すべてＡ４判（縦29.7㎝×横21.0㎝）にすること。ただし、設

計図面は屏風折りとし、上記の大きさに統一すること。 

（３）申請図書等の印鑑は申請者の印鑑登録印を押すこと。ただし、使用印鑑（認印）

を届け出る（様式例33）ことにより登録印の代用として使用可。法人の場合は、法

人名の表示がある使用印鑑とすること。 

（４）設計図書は、設計者が記名又は署名したものを提出すること。 

（５）西条市の同意書又は西条市との協議経過書の開発行為許可申請書への添付につい

ては、様式例９又は様式例11とその関連文書とし、別途申請書に添付する同じ図面

等は省略できる。  

（６）申請書等製本の際には、別紙開発許可申請図書一覧表の添付順序でインデックス

等を付し分かりやすく整理すること。 

（７）申請書は、正本１部、副本１部を提出し、許可後、副本が申請者へ返却される。 

（８）許可書の交付時に、開発登録簿添付用として土地利用計画図原図１部を提出する

こと。 

（開発許可申請書ほか関係書類） 

№ 書類名 様式 記載要領 
備

考 

1 
開 発 行 為 許
可申請書 

様式例
1，2 

ア) 申請者名、地番等は略さず、印鑑証明書・登記事項証明書
等に記載のとおり記入すること。ただし、小字（字名）の
記載は省略可とする。なお、市が発行する通知書、開発登

録簿においても小字（字名）を省略する。 

イ) 「開発区域に含まれる地域の名称」欄の地番は若い順に全
筆記載すること。また、区域に含む土地が一筆の土地の一
部である場合は、「〇〇番地の一部」と表記すること。 

ウ) 「開発区域の面積」欄は、少数以下第２位まで記載するこ
と。 

エ) 「予定建築物等の用途」欄は、専用住宅（建売分譲・宅地
分譲）○区画、⻑屋（賃貸）○区画、共同住宅（賃貸）、
マンション（分譲）、店舗（コンビニエンスストア・○○
販売）貸店舗（飲食店・ドラックストア・○○販売）、工
場（○○加工・○○製造）、事務所（○○業）などと記入
すること。 
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№ 書類名 様式 記載要領 
備

考 

オ) 「工事着手予定年月日」「工事完了予定年月日」欄は、農
地法等他法令の許可の予定、標準的な工事期間を勘案の
上、記入すること。 

カ) 「自己の居住の用に供するもの、自己の業務の用に供する
もの、その他のものの別」欄は、「第１編第２章用語の定
義７」を参照すること。 

キ) 「その他必要な事項」欄は、農地法その他の法令による許
可、認可等を要する場合には、その手続きの状況を記載す
ること。 

2 委任状 
様式例

31 

ア) 受任者の住所、氏名、法令根拠、連絡先（担当者の氏名、
電話番号等を含む）、開発区域に係る該当地番及び委任の
内容を記入すること。 

なお、行政書士（又は行政書士法人）でない者が、業とし
て他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類を
作成することは、法律に別段の定めがある場合を除き、行
政書士法違反となるため注意すること。 

イ) 申請者の住所、氏名、連絡先（電話番号等を含む。）を記
入すること。 

ウ) 受任者の有資格証の写しを添付すること。 

 

3 資金計画書 様式例 3 

ア) 借入金がある場合は、借入先の融資証明書を添付するこ
と。 

イ) 自己資金による計画の場合は、資産証明書を添付するこ
と。 

ウ) 収入計と支出計、及び収支計画と年度別資金計画書の合計
が合致していること。 

※
□ 

4 

申 請 者 の 資
力 及 び 信 用
に 関 す る 申
告書 

様式例 4 

ア) 法令による登録等を証する書類を添付すること。宅地分
譲、建売住宅分譲等の場合は宅地建物取引業者免許証及び
宅地建物取引士証の写しを添付すること。 

イ) 工事管理担当者は、申請者が個人の場合は申請者本人、法
人の場合は法人内部の担当者を記入すること。 

ウ) 法人税又は所得税の納税証明書を添付すること。また事業
税の納税証明書を添付すること。 

エ) 申請者が法人にあっては登記事項証明書を、個人にあって
は住⺠票を添付すること。 

※ 

□ 

5 
工 事 施 行 者
の 能 力 に 関

様式例 5 
ア) 法令による許可等を証する書類を添付すること。 

イ) 法人税又は所得税の納税証明書を添付すること。また事業
※ 

□ 
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№ 書類名 様式 記載要領 
備

考 

する申告書 税の納税証明書を合わせて添付すること。 

ウ) 工事施行者が法人にあっては登記事項証明書を、個人にあ
っては住⺠票を添付すること。 

6 

設 計 者 の 資
格 に 関 す る
申告書 

様式例 6 卒業証明書または設計資格に関する免許証を添付すること 〇 

7 設計説明書 様式例 7 
「開発区域の現況」は、登記地目ではなく、現況地目で記載す
ること。 

△ 

8 

公 共 施 設 管
理 者 の 同 意
書 

様式例
8、9 

ア) 正本は写し（原本照合）を提出 

イ) 開発行為に関係ある既存の公共施設の管理者（取付先道路
の管理者、放流先水路の管理者等）の同意を得ること。な

お、開発行為の実施に伴って変更又は廃止される公共施設

管理者も含む。 

ウ) 一覧表（様式例 8）に各公共施設管理者の同意書（様式例
9）を添付すること。 

 

9 

公 共 施 設 管
理 予 定 者 と
の協議 

様式例
10、11 

 

ア) 正本は写し（原本照合）を提出 

イ) 開発行為又は開発行為に関する工事により設置される新た
な公共施設を管理することとなる者等と公共施設の管理、
用地の帰属について協議すること。 

ウ) 一覧表（様式例 10）に協議経過書（様式例 11）を添付する
こと。 

エ) 埋蔵文化財等に関する市教育委員会の事前協議回答書を添
付すること。 

 

10 

土 地 所 有 者
等 関 係 権 利
者の同意書 

様式例
12 

ア) 正本は写し（原本照合）を提出 

イ) 開発行為に関する工事の実施の妨げとなる権利を有する者
（公共以外の排水施設の所有者を含む）の工事施行の同意
を得て同意書（様式例 12）を作成し、これに印鑑登録証明
書または本人確認資料を添付すること。 

ウ) 申請者が権利を有する場合も登録印を押印した同意書を作
成すること。 

エ) 別途隣接地の所有者等、工事により影響のある者に対して
は事前に計画等を説明し、工事中・工事後に苦情等がない
ように注意すること。 

 

11 
土 地 の 登 記
事項証明書 

- 

ア) 開発行為に関する工事をしようとする土地の登記事項証明
書（全部事項証明書）を添付すること。 

イ) 登記事項証明書は申請日より３か月以内のもの（原本）を
添付すること。 

ウ) その他市⻑が必要と認める開発行為に関係する土地及び建
築物等の登記事項証明書を添付すること。 

エ) 関係する土地が多い場合（原則５筆以上）は一覧表を作成
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№ 書類名 様式 記載要領 
備

考 

すること。 

12 
地 籍 図 （ 公
図） 

- 

ア) 開発区域及びその周辺の町名と地番、里道、水路が表示さ
れた法務局備付けのものの写しに開発区域の境界を朱書き
し、道路（茶色）、水路（水色）を色塗りで示したものを
添付すること。 

イ) 複数枚に分かれている場合は、切り張りすること。 

ウ) 地籍図（公図）は申請日より３か月以内のもの（原本）を
添付すること。 

 

13 

他 の 法 令 に
関 す る 許 可
等の写し 

- 

ア) 正本は写し（原本照合）を提出 

イ) 開発行為に関し、他の法令等により手続きを必要とする場
合は許可等の写しを添付すること。なお手続き中のものに
ついては、その状況を示す書面を添付すること。（例）農
地転用許可申請書の写し 

 

14 
開 発 区 域 の
現況写真 

- 

開発行為に関する工事をしようとする土地の状況及び申請地の
境界が把握できる現況写真を添付し、申請地を赤で囲むこと。 

なお、現況図に撮影方向と撮影地点を記入し、現況写真との照
合符号をつけることと。 

 

15 計算書 - 

ア) 流量計算書 

雨水、汚水等の水理計算については、技術基準により算出
し添付すること。なお流域図、排水施設計画平面図等との
照合符号を記入すること。設計断面の算定流量に対する余
裕を見込んであることを計算式に明記すること。 

イ) 構造計算書 

鉄筋コンクリ−ト擁壁、重力式コンクリ−ト擁壁、橋梁等
の工作物を設置する場合に添付すること。なお、設計図と
の照合符号を記入すること。図３−１８の擁壁標準図を採
用したときは、その旨を表示すること。 

ウ) 安定計算書 

擁壁で覆われないがけについては、当該がけの安定計算書
を作成し添付すること。 

エ) 工作物等の施設の能力に関する計算書 

必要に応じ、終末処理施設、給水施設等の能力について計
算書を作成し添付すること。 

 

16 
土 質 に 関 す
る図書 

- 
土質について説明が必要な場合は土質試験結果、地盤（土質）
等の資料を添付すること。 

 

17 その他 - 

必要に応じ、樹木・表土の現況図、公園整備計画、残土搬出入
自動⾞経路図を添付すること。その他市⻑が必要と認める図書
については、その指示に従い提出すること。 
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№ 書類名 様式 記載要領 
備

考 

（備考） 

【※】自己の居住及び自己の業務（開発区域の面積が１ha 以上のものを除く）の用に供する開発
行為については不要 

【○】１ha 未満の開発行為については不要 

【△】自己の居住の用に供する開発行為については不要 

【□】自己の居住及び自己の業務（開発区域の面積が１ｈａ以上のものを除く）の用に供するも
のであって、盛土規制法みなし許可となるものは必要 

 

２ その他の申請・届出書 

 

№ 書類名 
様
式 

記載要領 

1 工事着手届出書 

様
式
例
13 

ア) 開発許可を受けた者が工事に着手しようとするときは、工事
着手届出書（様式例 13）を提出すること。 

イ) 工事着手届出の際、工事の着手予定年月日又は工事の完了予
定年月日を変更する場合は、工事着手届出書に該当日を記入
することにより、開発行為変更届出書を提出したとみなす。 

2 
開発行為許可標識
の掲示 

様
式
例
14 

開発許可を受けた者は、当該開発許可に係る工事期間中（工事完
了公告があるまで）当該開発区域内の見やすい場所に、開発行為
許可標識（様式例 14）を掲示すること。なお、開発許可による盛
土規制法みなし許可の場合、それぞれの標識の設置が基本である
が、両法の記載事項を満たした標識及び大きさであれば、1 つの
掲示でも可とする。 

3 
開発行為の変更許
可申請書 

様
式
例
15 

ア) 設計の変更の場合 

① 開発行為変更許可申請書（様式例 15）に必要事項を記入
のうえ提出すること。 

② 設計説明書は内容に変更が生じる項目について、変更後
の内容を記入したうえ、その上段に変更前の内容を括弧
書で記入すること。 

③ 設計図面は、変更前と変更後の図面を添付し、前後を色
分けするなど変更箇所が分かるように作成すること。 

④ 許可書の写しを添付すること。 

⑤ 開発工事に関する工事をしようとする土地が、新たに編
入されない場合で、先に提出した土地の所有権等の関係
権利者の同意書の内容に変更がない場合は、その同意
書、土地の登記事項証明書及び地籍図は必要ない。 

⑥ 設計の変更のうち、省令第 28条の４第１号に掲げる軽微
な変更に該当するもの以外のものが頻繁に行われる場合
等については、個々の変更については、関係部署と変更
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№ 書類名 
様
式 

記載要領 

に関する事前協議を行った後、開発行為変更協議届（様
式例 18）を提出し、受付済処理を受けることにより、変
更内容の工事を施工することができる。 

なお、工事完了届出書提出までに開発行為の変更許可申
請手続きを行い、開発行為変更許可を受けておくこと。 

イ) その他の変更は変更事項のみを申請すること。 

4 
開発行為変更届出
書 

様
式
例
16 

開発許可を受けた者は、軽微な変更をしたときは、開発行為変更
届出書（様式例 16）に必要事項を記入のうえ提出すること。 

5 氏名等変更届出書 

様
式
例
17 

申請者が同じで、氏名または住所に変更があったとき、土地の名
称に変更があったときは、氏名等変更届出書（様式例 17）に必要
事項を記入のうえ提出すること。 

6 工事完了届出書 

様
式
例
19 

ア) 工事（工区に分けた場合は工区別）が完了した場合は、工事
完了届出書（様式例 19）を提出し、完了検査を受けること。 

イ) 工事完了届出書には、完成図（土地利用計画図、造成計画平
面図、排水施設計画平面図ほか）及び工事写真（工事中写
真、完成写真）を添付すること。 

ウ) 完成写真は、区域全域が納まるように工夫し、区域を赤線で
囲むこと。 

7 

開発行為に関する
工事の廃止の届出
書 

様
式
例
20 

ア) 許可を受けた開発行為を廃止する場合は、開発行為に関する
工事の廃止の届出書（様式例 20）を提出すること。 

イ) 届出書には、廃止した時点における現況図及び廃止に伴い損
なわれた公共施設の回復計画および災害防止計画を示す図書
を添付すること。 

8 

工事完了公告前の
建築物の建築又は
特定工作物の建設
の承認申請書 

様
式
例
21 

ア) 開発許可を受けた開発区域内で、工事完了公告前に、施行上
建築工事を開発工事と同時に行うことがやむを得ない場合
は、工事完了公告前の建築物の建築又は特定工作物の建設の
承認申請書（様式例 21）を提出し承認を受けること。 

イ) 公共施設工事の進捗管理表を添付すること。 

ウ) 建築物の平面図等は建築確認申請書の図面と同一のものを添
付すること。 

エ) 承認に伴う開発工事完了予定年月日及び建築工事完了予定年
月日を記載した工程計画書（工程表）を提出すること。 

オ) 現地において開発区域界が明確にされており、距離等の確認
ができること。承認を受けた場合でも、開発工事完了公告前
に、建築物に関する完了検査を受けることはできいないこと
に注意すること。 



76 

 

№ 書類名 
様
式 

記載要領 

9 
開発登録簿の写し
の交付申請書 

様
式
例
26 

開発登録簿の写しの交付を請求しようとする者は、開発登録簿の
写しの交付申請書（様式例 26）を提出すること。 

10 

開発行為又は建築
に関する証明書交
付申請書 

様
式
例
27 

建築基準法に基づく建築確認申請をしようとする者が、その計画
が都市計画法の規定に適合する旨の書面の交付を請求しようとす
る場合は、開発行為又は建築に関する証明書交付申請書（様式例
27）を提出すること。 
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３ 事前協議 

（開発行為事前協議の趣旨） 

当該開発行為の計画について公共施設の適正な配置等関係部局との調整を図り、本申

請時の事務処理の円滑な推進に資することを目的とする。 

（１） 開発行為事前協議願 

ア）開発行為の許可を申請しようとする者は、当該開発行為に係る開発許可の申請

の前に、開発行為（変更）事前協議願（様式例28）を提出すること。 

イ）打合会後、事前協議に対する回答書を交付する。回答書交付後、６か月以内に

開発行為の許可申請をしない場合は、原則として再度事前協議願を提出すること。 

（２）開発行為事前協議願に必要な図書 

ア）開発行為（変更）事前協議願（様式例28）に必要な事項を記入し提出すること。 

イ）新設する公共施設等の概要書（様式例29）等の図書を添付すること。 

ウ）開発区域図には、取付先道路から国道・県道等主要道路に至るまでの経路を記

入すること。 

エ）開発許可を受けた後、開発区域の位置・区域・規模及び重要な設計の変更を行

う場合は、開発行為（変更）事前協議願（様式例28）に必要な事項を記入し提出

すること。なお、添付図面の記入方法は、第４章設計図書の作成要領を参考にす

ること。 

（３）事前協議を不要とすることができる開発行為 

次のいずれかに該当する場合 

ア）「自己の居住の用」の開発行為 

イ）公共施設管理者との協議事項（管理・帰属等）が無い開発行為 

 

 

４ その他 

（１）申請の際には、許可申請等手数料一覧表に掲げる手数料が必要である。 

（２）申請書受付後は、取下げ、不許可の場合でも審査手数料の返還は行わない。また、

重大な変更等で再度申請する場合には、あらためて審査手数料が必要となる。 

（３）農地転用を伴う場合は、開発行為許可申請書を、市農業委員会への農地転用許可申

請書提出締切日までに、市建築審査課に提出すること。 

（４）事前打合せ、相談については、市建築審査課及び市県等の公共施設・公益施設管理

担当課、開発行為関係法令担当課等と行うこと。 

（５）公共施設の分筆、登記手続き等を行うこと。 

開発道路は「公衆用道路」、公園緑地等は「公園」又は「雑種地」に登記するこ

と。 

（６）工区分けは原則５ha以上の開発行為について適用する。 
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第４章 設計図書の作成要領 

 

１ 設計図の作成要領 

図面名称 縮 尺 明示すべき事項 備  考 

開発区域位置図 

 

1／10,000 

 

1. 方位 

2. 開発区域（朱書き） 

3. 開発区域周辺の都市施設及び

都市計画、施設の位置、名称 

4. 用途地域及びその他の規制区

域等 

・都市計画図（地形

図）に、開発区域の

位置を表示し、用途

地域（色塗り）名ま

たは特定用途制限地

域名を表示するこ

と。凡例コピー可。 

・規制区域等は開発区

域及びその周辺につ

いて図示すること。 

開発区域図 1／2,500 

以上 

 

1. 方位 

2. 開発区域の境界（朱書き） 

3. 土地の形状（区域内の道路、

公園等） 

4. 周辺道路、周辺建築物の名称

及び用途等 

・相当範囲の外周区域

を包括したものでな

ければならない。 

 

現 況 図 1／500 

以上 

1. 方位 

2. 開発区域の境界（朱書き） 

3. 地形（等高線は２ｍの標高差

を示すもの） 

4. 農道、水路（水流の方向）、

周辺道路の状況 

5. 開発区域及び隣接地の地番、

地目、所有者 

6. 開発区域内及びその周辺の公

共・公益的施設の位置及び形

状 

7. 行為の妨げとなる権利を有す

るものの工作物等の物件 

8. 現況写真との照合符号と撮影

方向 

・相当範囲の外周区域

を包括したものでな

ければならない。 

・基準高（ＫＢＭ）に

は海抜髙を併記する

こと。 
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図面名称 縮 尺 明示すべき事項 備  考 

土地利用計画図 1／500 

以上 

1. 方位 

2. 開発区域の境界（朱書き） 

3. 工区界 

4. 農道、水路（水流の方向）、

周辺道路の状況 

5. 開発区域内及びその周辺の公

共・公益的施設の位置及び形

状 

6. 公園等の面積、施設、植樹 

7. 消防水利の位置、包含図、距  

 離 

8. 予定建築物の敷地の形状、面

積、用途 

9. 土地利用計画一覧表 

10. 敷地に係る予定建築物の用途 

11. 宅地番号 

12. 電柱、配電予定位置 

13. 緩衝帯の設置 

14. 前面道路の位置付け・幅員、

道路後退状況の記入 

15. 複数の用途地域等にまたがる

場合は、境界及び用途地域名

等の記入 

・予定建築物の用途は

専用住宅、共同住

宅、店舗、○○工場

と具体的に敷地ごと

に記入すること。

（専用・併用の別、

戸建・長屋・共同の

別、建売・賃貸・宅

地分譲の別） 

・この図面は開発登録

簿の図面として一般

の閲覧に供されるの

で、明確に表示する

こと。 

・打抜き（飲用井戸

水）を利用する場合の

採水位置を記入するこ

と。 

求  積  図 1／500 

以上 

1. 方位 

2. 開発区域の境界（朱書き） 

3. 開発区域の全面積及び辺長 

4. 区画別面積 

5. 道路後退がある場合は後退後

敷地求積 

6. 道路、水路、公園、広場等の

公共・公益的施設を区別した

空地の面積及び辺長 

・座標、三斜により算

出のこと 

・求積表のかわりに求

積書を添付してもよ

い。 

造成及び道路計画平面

図 

1／500 

以上 

1. 方位 

2. 開発区域の境界（朱書き） 

3. 宅地番号 

4. 造成計画高、現地盤高、隣地

地盤高 

※高さ30cm超の切土又は盛土

が生じる範囲・面積 

5. がけ、擁壁の位置、形状 

6. 構造物の位置、形状、種類及

び規模 

7. 道路の位置、形状、幅員、勾

配 

8. 道路の中心線とその測点及び

計画高 

9. 敷地の形状及び計画高 

・道路、擁壁、のり

面、公園等を色別す

ること 

・予定建築物の用途は

専用住宅、共同住

宅、店舗、○○工場

と具体的に敷地ごと

に記入すること。 

・区画ごとに給水及び

排水施設の設置位置

を明示し、規格等を

記入すること。 

・盛土部（緑色）、切

土部（黄色）でそれ

ぞれ着色すること。 
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図面名称 縮 尺 明示すべき事項 備  考 

10. 街区の長辺及び短辺の長さ 

11. 公園、緑地その他公共用の空

地及び公益的施設の位置、形

状、規模、計画高及び名称 

12. 工区界 

13. ベンチマークの位置と高さ 

14. 消防水利施設の名称、位置及

び形状 

15. 凡例 

 

 

 

造成及び計画縦横断面

図 

1／500 

以上 

1. 縦横断面線記号 

2. 区域境界位置 

3. 基準線（Ｄ．Ｌ．） 

4. 計画地盤高、現地盤高、隣地

地盤高 

5. がけ、擁壁、道路の位置、形

状及び記号 

6. ボックスカルバート、暗渠、

その他構造物の位置、形状及

び記号 

7. 土羽の位置、形状及び勾配 

8.  公共・公益的施設等の位置 

・現況線は細く、計画

線を太く表示するこ

と。 

・区域境界付近の図示

に必要な範囲の外周

区域を包括したもの

でなければならな

い。 

・盛土部（緑色）、切

土部（黄色）でそれ

ぞれ着色すること。 

 

排水施設計画平面図 1／500 

以上 

1. 方位 

2. 開発区域の境界（朱書き） 

3. 排水施設の位置、種類、材

料、形状、内のり寸法及び勾

配 

4. 水の流れの方向 

5. 吐口の位置 

6. 放流先河川、水路の名称 

7. 流量計算書とその照合符号 

8. 道路、公園その他公共・公益

的施設及び予定建築物の敷地

等毎の計画高 

9. 汚水処理場の位置、形状 

10. 凡例 

・放流先の図示に必要

な範囲の外周区域を

包括したものでなけ

ればならない。 

・予定建築物の用途は

専用住宅、共同住

宅、店舗、○○工場

と具体的に敷地ごと

に記入すること。 

・区画ごとに給水施設

の設置位置を明示

し、規格等を記入す

ること。 

排水施設縦断面図 1／500 

以上 

1. 測点 

2. 排水渠勾配及び管径、管種 

3. 計画地盤高、管底高、切土

高、土被り 

4. 人孔種類、位置及び記号 

5. 人孔間距離 

6. 短距離、追加距離 

7. 基準線（Ｄ．Ｌ．） 

8. 排水施設記号 

・道路計画縦断面図に

まとめて図示のこ

と。 

給水施設計画平面図 1／500 

以上 

1. 方位 

2. 開発区域の境界（朱書き） 

3. 給水施設の位置、種類、材

・取水方法及び位置の

図示に必要な範囲の

外周区域を包括した
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図面名称 縮 尺 明示すべき事項 備  考 

料、形状、内のり寸法及び勾

配 

4. 取水方法及び位置 

5. 消火栓の位置及び種類 

6. ポンプ施設、貯水施設、浄水

施設の位置及び形状 

ものでなければなら

ない。 

・排水計画平面図にま

とめて図示してもよ

い。 

・打抜き給水の場合は

打抜き位置を明示す

ること。 

がけの断面図 1／50 

以上 

1. がけの記号 

2. がけの高さ及び勾配 

3. 土質（土質の種類が２以上あ

るときは、それぞれの土質及

びその地層の厚さ） 

4. がけ面の保護の方法（種別、

材料、規模） 

5. 現地盤面及び計画地盤面 

6. がけの前後の地盤面 

7.  小段の位置、幅 

・現況線は細く、計画

線は太く表示のこ

と。 

・切土をした土地の部

分に生ずる高さが２

ｍを超えるがけ、盛

土をした土地の部分

に生ずる高さが１ｍ

を超えるがけ又は切

土と盛土とを同時に

した土地の部分に生

ずる高さが２ｍを超

えるがけについて作

成すること。 

擁壁の構造図 1／50 

以上 

1. 擁壁の種類、記号 

2. 擁壁の寸法及び勾配 

3. 壁の材料の種類及び寸法 

4. 裏込コンクリートの品質及び

寸法 

5. 透水層の位置及び寸法 

6. 水抜穴の位置、材料及び内径

寸法 

7. 基礎構造の種類と寸法 

8. 基礎地盤の土質及び許容支持

力 

9. 基礎ぐいの位置、材料及び寸

法 

10. 擁壁を設置する前後の地盤面 

11. 隅角部の補強 

・鉄筋コンクリート擁

壁のときは配筋図及

び構造計算書必要。 

・標準図等を使用した

際は出典を記載 

排水施設構造図 1／50 

以上 

1. 排水施設の記号 

2. 入孔、開渠、暗渠、会所、落

差工、吐口等 

3. 放流先河川、水路の名称、断

面、水位（低水位、高水位）

及び吐口の高さ 

4. 管渠接続方法 

・鉄筋コンクリート造

のときは配筋図必

要。 

道路標準断面図 1／50 

以上 

1. 道路の幅員構成 

2. 横断勾配（％） 

3. 舗装断面図（路面、路盤の材

・排水施設構造図にま

とめて図示してもよ

い。 
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図面名称 縮 尺 明示すべき事項 備  考 

料、品質、形状及び寸法） 

4. 道路側溝及び埋設管等の位

置、形状及び寸法 

その他構造図 1／50 

以上 

1. 施設の名称及び記号 

2. 施設の材料・寸法の詳細 

・橋梁、終末処理施

設、消防水利施設等 

防災計画図 1／2,500 

以上 

1. 方位 

2. 開発区域の境界（朱書き） 

3. 等高線 

4. 計画道路位置 

5. 段切位置 

6. 表土除去範囲 

7. ヘドロ除去範囲及び除去深さ 

8. 工事中の雨水排水経路及び流

土計画 

9. 防災施設の位置、形状、寸法

及び名称（調整池、えん堤、

暗渠） 

10. 防災施設の設置時期及び期間 

11. 凡例 

・相当範囲の外周区域

を包括したものでな

ければならない。 

・防災計画説明書を添

付して提出のこと。 

排水流域図 1／1,000 

以上 

1. 方位 

2. 開発区域の境界（朱書き） 

3. 集水系統ブロック別に色分け 

4. 地表水及び排水施設の水の流

れの方向 

5. 流量計算書との照合符号 

・区域外の集水状況を

図示できる範囲で外

周区域を包括したも

のでなければならな

い。 

・排水施設計画平面図

にまとめて図示して

もよい。 

予定建築物平面図等 1／100～ 

1／300 

1. 各階平面図 

2. 敷地面積・建築面積・延床面

積とその計算式 

3. 建ぺい率・容積率とその計算

式 

・戸建専用住宅の場合

は不要 
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第５章 開発工事検査要領 

 

開発工事が完了した場合は、事業者は必ず市に届出し、その検査を受けなければならない。 

 

１ 工事写真 

工事写真は、工事の適正な施工を証明する資料であるため、その目的を判然と証明するこ

とができるよう次の要領で撮影するものとする。 

（１）着手前写真 

(ア) 施工範囲が明確に分かるように付近の風景、構造物等を画面に入れて施工範囲

はポールを。また、在来構造物の寸法を現す場合には、ポール、箱尺等を立て

画面に入れて撮影すること。 

（２）工事中写真 

(ア) 設計図と出来形を対比した鮮明な写真とすること。 

(イ) 水中又は地下埋設部分その他竣工後確認が困難なものについては、フラッシュ

を使用する等して特に慎重に撮影し鮮明な写真とすること。 

(ウ) 仮設工事（矢板、水替等）の状況は必ず撮影すること。 

(エ) 工事で使用する二次製品等については、材料検収写真を撮影すること。 

（３）竣工写真 

着手前写真を撮影した位置と同じ位置で写し、工事前の状況と完了後の状況とが比

較できるように撮影すること。 

（４）写真の製本要領 

ア）完成写真（キャビネ版以上）を一番上に、工事中写真は工程順に貼付すること。

台紙の大きさはＡ４判とし、左綴じとする。 

イ）表紙には開発工事名、申請人氏名を記載すること。 

ウ）工事写真は完了と同時に１部を提出すること。 

２ 工事写真撮影要領 

（１） 共通事項 

(ア) 基礎 

① 砕石基礎は敷均し転圧後，基礎の厚さと幅を撮影すること。 

② 施工幅の両端にピンポール等を設置し，出来形幅を明確に撮影すること。 

③ 定規は必ず始読を０あるいは１０ｃｍ単位に合わせ撮影すること。 

④ 均しコンクリートがある場合も上記に準ずる。 

(イ) 構造物 

① 定規は必ず始読を０あるいは１０ｃｍ単位に合わせ撮影すること。 

② 水平定規と垂直定規は，止金具等にて直角を保ち撮影するよう心掛ける。 

（２） 構造物 

(ア) 各工種につき，コンクリート擁壁の出来形を撮影する。（底幅，上幅，高さが明

ら かになるようにする） 

(イ) 擁壁高が変化する場合，変化点ごとにそれぞれ撮影すること。 

(ウ) 裏込材施工が定められている場合は，厚さ，長さ，高さと材質を撮影する。（埋

戻し後は確認できないので撮影時期を失しないよう注意する） 

(エ) コンクリート打設及び養生の状況は代表的な箇所を撮影する。 
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(オ) 鉄筋は組立完了時に鉄筋径、配筋のピッチ、本数、定着長、継手位置及びかぶり

厚が明確になるように撮影する。 

(カ) アンカー筋を設置する時は，設置前に鉄筋長と径を撮影すること。また設置完了 

後，鉄筋のピッチを撮影すること。 

（３） Ｌ型側溝工 

(ア) 各工種につき，砕石基礎とＬ型側溝の出来形を撮影すること。 

(イ) 施工状況については，５０ｍに１ケ所程度撮影すること。また、５０ｍに満たな

いＬ型側溝については１工種につき１ケ所撮影すること。 

（４） 管渠工 

(ア) 本管 

① スパンごとに砕石基礎または砂基礎工を撮影すること。 

② 断面出来形寸法は１枚の写真に入るようにし，基礎材の幅と厚みを撮影する。 

③ マンホールとの接合部を撮影する。 

(イ) 取付管 

① 施工箇所すべてにおいて，出来形を撮影すること。 

② ソケット管またはクラ型支管の設置状況を必ず撮影すること。 

（５） 人孔工 

すべての人孔において，砕石基礎，底版，壁立上り工について共通事項に準じた 

内容を撮影すること。 

（６） 路床及び舗装工 

(ア) 路床材の材料（搬入土等）が確認出来るよう撮影すること。 

(イ) 路床は２０cmピッチで仕上げ，各層ごとに転圧状況を撮影すること。 

(ウ) 舗装工（路盤工及び表層工）における転圧状況及び出来形は必ず撮影すること。 

（７） 盛土 

30㎝毎（擁壁等にマーキング）の盛土転圧状況 

 

３ 検査 

（１）設計者及び工事現場管理者は、工事の完成検査及び中間検査（以下「工事検査」

という。）に必ず立会わなければならない。 

（２）防災上、重要と判断される次の工事については、中間検査を実施する。 

(ア) 高さ５ｍ以上の擁壁工事（型枠、配筋状況の検査） 

(イ) 省令第23条第1項による義務設置の擁壁工事（状況写真、許容支持力の根拠書類の確

認） 

(ウ) 切土又は盛土を行う土地の面積が3,000㎡を超える工事（法面切土、30㎝毎の盛土転

圧状況等の検査） 

(エ) 盛土規制法に基づく中間検査の対象となる工事 

（中間検査においては、盛土規制法の様式を使用すること） 

(オ) その他、32条協議における公共施設管理者及び許可権者が必要と認めて指示があっ

た場合（法第37条第1号において不可視となる場合等） 

（３）工事現場管理者は、工事検査のため検査員から次の事項について準備し、又は措

置するように求められた場合は、これに従わなければならない。 

(ア) 必要な箇所の掘削、構造物等の部分破壊、築石、ブロック等の抜取り、穿孔、コ

アの抜取り 
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(イ) 排水管（汚水・雨水）の管内カメラ検査 

(ウ) 路盤（厚検査、密度試験） 

(エ) 舗装（厚検査、密度試験） 

(オ) 構造物の配置（開発区域内に配置されていること） 

(カ) 前各号に掲げるものの他、工事検査のために必要な書類 

（４）書類は工事検査の１週間前までに提出し、遅滞した時は日程を延期する。 

（５）工事現場管理者は、工事検査による掘削・穿孔等の箇所は、工事検査終了後速や

かに復旧しなければならない 

（６）工事検査に要する費用は、申請者の負担とする。 

（７）申請者及び工事請負者は、工事検査の結果、補修を必要とする場合は、検査員の

指示に従い、直ちに補修しなければならない。 
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第６章 宅地造成及び特定盛土等規制法（盛土規制法）関係の手続き 

 

１ 盛土規制法みなし許可の対象 

 宅地造成等工事規制区域、特定盛土等規制区域それぞれの区域に応じて以下①～⑤のいず

れかに該当する場合、盛土規制法第15条第2項又は第34条第2項に基づくみなし許可の対象と

なる。 

なお、開発区域の面積が500㎡又は3,000㎡を超える場合であっても、盛土又は切土をする

土地の面積が500㎡又は3,000㎡以下の場合や、区画及び質の変更のみを行う場合、四方の土

地より低い窪地を四方の高さに合わせて嵩上げを行い平坦になる場合で、基準面からの高さ

が30㎝を超えない場合は、⑤に該当せず、みなし許可の対象とならない。 

規制区域 対象規模 

宅地造成等工

事規制区域 

①盛土で高さが１ｍを超える崖 

②切土で高さが２ｍを超える崖 

③切土と盛土を同時に行い、高さが２ｍを超える崖を生ずるもの（①②を除く） 

④盛土で高さが２ｍを超えるもの（①～③の除く） 

⑤盛土又は切土をする土地の面積が500㎡を超えるもの（①～④を除く） 

特定盛土等規

制区域 

①盛土で高さが２ｍを超える崖 

②切土で高さが５ｍを超える崖 

③切土と盛土を同時に行い、高さが５ｍを超える崖を生ずるもの（①②を除く） 

④盛土で高さが５ｍを超えるもの（①～③の除く） 

⑤盛土又は切土をする土地の面積が3,000㎡を超えるもの（①～④を除く） 

 

２ 標識の掲示 

都市計画法に基づく開発許可により、盛土規制法に基づくみなし許可となる場合又は同法

第27条第5項に基づくみなし届出となる場合は、以下のとおり、標識を掲示すること。（様式

例35） 

 みなし許可の場合、記載する事項の②と⑩は、開発許可年月日・番号及び開発許可担当を

記載すること。なお、それぞれの標識の

設置が基本であるが、両法の記載事項を

満たした標識及び大きさであれば、１つ

の標識でも可とする。 

記載する事項（盛土規制法省令第87条） 

①工事主の氏名又は名称・住所（法人は代表者氏名） 

②許可年月日・許可番号（届出年月日） 

③工事施行者の氏名又は名称 

④現場管理者の氏名又は名称 

⑤着手予定年月日及び完了予定年月日 

※許可の場合は、許可期間 

⑥盛土・切土の高さ 

⑦盛土・切土を行う土地の面積 

⑧盛土、切土の土量 

⑨工事関係者の連絡先 

⑩許可又は届出担当の名称・連絡先 

※「見取図」は、許可申請時に提出する「土地の平面

図」を簡略化したものとしてください。 
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３ 中間検査（※手数料は不要） 

盛土規制法のみなし許可を受けた者は、以下に示す対象規模で、かつ特定工程を含む場合

には、同法に基づく中間検査を受ける必要がある。 

なお、中間検査後の工程に係る工事は、中間検査合格証の交付を受けた後でなければ、排

水管の周辺を採石その他資材で埋めるなど施工することができない。 

（１）中間検査が必要な特定工程 

盛土をする前の地盤面又は切土をした後の地盤面に排水施設を設置する工事の工程（具体的

には、地盤面から地下水を排除するための暗渠排水施設が該当し、表面の雨水等の排水のた

めに埋設する暗渠配水管は該当しない。） 

（２）中間検査が必要な宅地造成及び特定盛土等の規模等 

行為 中間検査が必要な規模等 申請書類 検査申請時期 

宅地造成

又は特定

盛土等 

① 盛土で、高さが２ｍを超える崖を生

ずるもの 

② 切土で、高さが５ｍを超える崖を生

ずるもの 

③ 切土と盛土を同時に行う場合、盛土

の高さが ２ｍ以下であっても、切

土と合わせて高さが５ ｍを超える

崖を生ずるもの  

④ ①～③に該当しない盛土で、高さが

５ｍを超え るもの 

⑤ ①～④に該当しない盛土又は切土

で、盛土又は 切土をする土地の面

積が3,000㎡を超えるもの 

・中間検査申請書

（様式例36） 

・平面図 

（検査対象を明示） 

・検査対象の写真 

（１）の特定工程に

係る工事が完了した

日から４日以内 

（盛土規制法省令第

第45条、第75条） 

４ 定期報告 

盛土規制法みなし許可を受けた者は、以下に示す一定規模以上の宅地造成及び特定盛土等

に関する工事の実施状況について、３か月ごとに許可申請窓口に報告すること。ただし、許

可を受けた時点から３か月を超えない期間に工事が完了する場合は不要である。 

なお、定期報告の結果により対策が必要と判断される場合は、必要な対策を講じること。 

 

（１）定期報告の対象規模等 

行為 定期報告が必要な規模 提出書類 

宅地造成又は特

定盛土等 

① 盛土で高さが２ｍを超える崖 

② 切土で高さが５ｍを超える崖 

③ 盛土と切土を同時に行い、高さが５ｍを

超 える崖を生ずるもの（①②を除く） 

④ 盛土で高さが５ｍを超えるもの（①～③

を 除く） 

⑤ 盛土又は切土をする土地の面積が3,000

㎡ を超えるもの（①～④を除く） 

・工事の定期報告書（様式例37） 

・盛土、切土をしている土地及び 

その周辺の写真 

・平面図（報告対象を明示） 

（盛土規制法省令第48条） 

 

（２）提出書類・報告事項（盛土規制法省令第48条、第50条、第80条） 

工事の定期報告書、状況写真 

行為 報告事項 
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宅 地 造 成 又 は 

特定盛土等 

・盛土又は切土をしている土地及びその周辺の写真  

・工事が施行される土地の所在地、工事の許可年月日及び許可番号  

・前回の報告年月日（２回目以降）  

・報告の時点における盛土又は切土の高さ、面積、土量  

・擁壁等に関する工事の施行状況 

※休止中の工事や着手前などの現場が動いていない場合でも許可を受けた時点から完了まで

の間、定期報告が必要です。 

 

５ みなし許可に適用される盛土規制法の規定 

 

手続き 都市計画法 盛土規制法 

盛土規

制法の

適用 

備考 

住民への周知 - 
第11条、第29

条 
- 都市計画法の規定による 

工事の許可 

・工事主の資力及び信用 

・工事施行者の能力 

・土地所有者の同意 等 

第29条 
第12条、第30

条 
- 都市計画法の規定による 

工事の技術的基準等 第33条 
第13条、第31

条 
適用 

開発許可基準及び盛土規

制法の両方に適合（都市

計画法第33条第1項第7

号） 

許可証の交付 

不許可の通知 
第35条 

第14条、第33

条 
- 

都市計画法の規定による 

変更の許可等 第35条の2 
第16条、第35

条 
- 

都市計画法の規定による
※ 

完了検査等 第36条 
第17条、第36

条 
- 

都市計画法の規定による 

中間検査 - 
第18条、第37

条 
適用 

 

定期の報告 - 
第19条、第38

条 
適用 

 

監督処分 第81条 
第20条、第39

条 
適用 

 

標識の掲示 - 第49条 適用 

両法の記載事項を満たし

た標識及び大きさであれ

ば、1つの掲示でも可 

※「みなし許可」は当初の開発許可に限り適用されるため、盛土規制法みなし許可に該当しな

かった工事が、その後の変更により、みなし許可対象規模に該当した場合は、都市計画法の開

発変更許可申請と同時に、改めて盛土規制法の許可を受ける必要がある。 
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第７章 許可申請等手数料 

令和７年７月1日改正 

 

 許可申請書等を市に提出し、市が受理できると認めたときは、下記手数料額の納入通知書

兼領収証書を発行しますので、手数料を市指定金融機関で納付してください。 

 

１ 開発行為許可申請審査手数料（都市計画法第29条第１項及び第２項） 

開発区域の面積 自己の居住の用 自己の業務の用 そ の 他 

０．１ｈａ未満 8,900円 14,000円 89,000円 

０．１ｈａ以上 ０．３ｈａ未満 23,000円 31,000円 130,000円 

０．３ｈａ以上 ０．６ｈａ未満 45,000円 67,000円 200,000円 

０．６ｈａ以上   １ｈａ未満 89,000円 120,000円 270,000円 

  １ｈａ以上   ３ｈａ未満 130,000円 210,000円 400,000円 

  ３ｈａ以上   ６ｈａ未満 180,000円 280,000円 520,000円 

  ６ｈａ以上  １０ｈａ未満 230,000円 350,000円 680,000円 

 １０ｈａ以上 310,000円 490,000円 900,000円 

 

２ 開発行為変更許可申請審査手数料（都市計画法第35条の２第１項） 

次の変更の区分に応じ、それぞれを合算した額   

（１）開発行為に関する設計

の変更 

開発区域の面積に応じ前項に規定する開発行為許

可申請審査手数料額の1/10    

（２）開発区域の面積を許可

時より拡大する場合 

新たに編入される開発区域の面積に応じ前項に規定す

る開発行為許可申請審査手数料額 

（３）その他の変更  10,000円    

※ただし、その額が900,000円を超えるときは、その手数料の額は900,000円とする。 

 

３ 用途地域の定められていない土地の区域における建築物の特例許可申請審査手数料 

（都市計画法第41条第２項ただし書） 

48,000円 

 

４ 予定建築物等以外の建築等の許可申請審査手数料 

（都市計画法第42条第１項ただし書） 

    27,000円 

 

５ 開発許可を受けた地位の承継の承認申請審査手数料（都市計画法第45条） 

（１）自己の居住の用の住宅又は住宅以外の建築物で自己の業務の

用のものであって、開発区域の面積が１ha未満のもの 
1,800円 

（２）住宅以外の建築物で自己の業務の用のものであって、開発区

域の面積が１ha以上のもの 
2,800円 

（３） （１）、（２）以外のもの 18,000円 

６ 開発登録簿の写しの交付手数料（都市計画法第47条第５項） 

１通につき 480円 

 

７ 開発行為又は建築に関する証明書等の交付手数料 

    １通につき 300円 
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第８章 提出図書様式一覧表 

 

１ 開発行為の許可申請 

開発行為許可申請書（法第29条第１項） …………………………………… 様式例１ 

開発行為許可申請書（法第29条第２項） …………………………………… 様式例２ 

資金計画書 ……………………………………………………………………… 様式例３ 

資力及び信用に関する申告書 …………………………………………………  様式例４ 

工事施行者の能力に関する申告書 ……………………………………………  様式例５ 

設計者の資格に関する申告書 …………………………………………………  様式例６ 

設計説明書 ………………………………………………………………………  様式例７ 

公共施設の管理者の同意一覧表 ………………………………………………  様式例８ 

公共施設管理者の同意書 ………………………………………………………  様式例９ 

公共施設管理予定者等との協議一覧表 ………………………………………  様式例10 

公共施設管理予定者等との協議経過書 ………………………………………  様式例11 

土地所有者等関係権利者の同意書 ……………………………………………  様式例12 

 

２ 工事着手届出及び開発行為許可標識 

工事着手届出書 …………………………………………………………………  様式例13 

開発行為許可標識 ……………………………………………………………… 様式例14 

 

３ 開発行為の変更の許可申請及び届出 

開発行為変更許可申請書 ……………………………………………………… 様式例15 

開発行為変更届出書 ……………………………………………………………  様式例16 

氏名等変更届出書  ………………………………………………………………  様式例17 

開発行為変更協議届 …………………………………………………………… 様式例18 

 

４ 工事完了及び開発行為に関する工事の廃止届出 

工事完了届出書 ………………………………………………………………… 様式例19 

開発行為に関する工事の廃止の届出書 ……………………………………… 様式例20 

 

５ 建築の承認及び許可申請 

工事完了公告前の建築物の建築又は特定工作物の建設の承認申請書 …… 様式例21 

建築物の特例許可申請書 ……………………………………………………… 様式例22 

予定建築物等以外の建築物の新築等又は特定工作物の新設の許可申請書  様式例23 

 

６ 許可に基づく地位の承継の届出及び承認申請 

開発許可等に基づく地位の承継届出書 ……………………………………… 様式例24 

開発許可に基づく地位の承継の承認申請書 ………………………………… 様式例25 

 

７ 交付申請 

開発登録簿の写しの交付申請書 ……………………………………………… 様式例26 

開発行為又は建築に関する証明書交付申請書 ……………………………… 様式例27 
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８ 事前協議 

開発行為（変更）事前協議願 ………………………………………………… 様式例28 

新設する公共施設等の概要書 ………………………………………………… 様式例29 

     

９ その他 

開発行為許可申請書等の取下げ届出書 ……………………………………… 様式例30 

  委任状 …………………………………………………………………………… 様式例31 

  順守誓約書 ……………………………………………………………………… 様式例32 

  使用印鑑届出書 ………………………………………………………………… 様式例33 

  暴力団に該当しない旨の誓約書………………………………………………… 様式例34 

  宅地造成又は特定盛土等に関する工事の標識………………………………… 様式例35 

  宅地造成又は特定盛土等に関する工事の中間検査申請書 ………………… 様式例36 

  工事の定期報告…………………………………………………………………… 様式例37 

開発行為許可申請図書チェック一覧表………………………………………… 様式例38 

(様式例34～37については、令和７年５月23日施行) 

   

 


